
西
暦
八
世
紀
の
漢
籍
に
見
え
た
る
サ
バ
ト
門

宮

野

也

直

lま

め

じ

カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
プ
ル
ク
の
大
著
「
閣
の
歴
史
l
サ
パ
ト
の
解
読
仁
]
}
は
、
周
知
の
如
く
サ
パ
ト
の
研
究
に
お
い
て
新
た
な
紀
元
を
画
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
研
究
が
魔
女
に
対
す
る
迫
害
に
関
心
を
集
中
し
て
い
た
の
と
異
な
り
、
サ
パ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
、

つ
ま
り
は
「
悪
魔
崇
拝
」
の
信
仰
の
内
容
、
を
探
究
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
歴
史
学
と
形
態
学
と
、
換
言
す
れ
ば
時
空
的
文
脈
の

再
構
成
と
形
態
的
類
似
に
基
づ
く
分
析
と
、
を
統
合
す
る
と
い
う
野
心
的
な
方
法
論
、
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

サ
パ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
の
基
本
的
な
要
素
に
関
す
る
ギ
ン
ズ
プ
ル
ク
の
見
解
の
中
で
、
本
稿
の
論
旨
と
関
連
の
あ
る
部
分
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。サ

パ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
十
四
世
紀
後
半
に
ア
ル
プ
ス
西
部
に
お
け
る
異
端
審
問
活
動
の
中
で
、
異
種
の
起
源
を
持
つ
二
つ
の
文
化
的
潮

流
が
混
合
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
古
代
以
来
社
会
の
中
の
異
質
な
少
数
派
に
対
し
て
投
影
さ
れ
続
け
た
型
に
は
ま
っ
た
敵
対

的
イ
メ
ー
ジ
、
即
ち
魔
術
師
や
魔
女
が
性
的
乱
行
に
耽
り
、
幼
児
を
殺
し
、
動
物
の
姿
の
悪
魔
に
敬
意
を
奉
げ
る
夜
の
儀
式
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
民
衆
文
化
に
根
づ
い
て
い
る
動
物
へ
の
変
身
と
夜
の
集
会
へ
の
飛
行
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
広
が
る
シ
ャ

1
マ
ニ
ズ

ム
信
仰
と
い
う
文
化
の
古
層
に
由
来
す
る
。
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さ
て
、
該
書
に
お
い
て
は
必
然
的
に
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
極
め
て
広
範
囲
に
亙
る
資
料
を
利
用
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
中
国
の

事
例
に
つ
い
て
は
手
薄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
八
世
紀
後
半
に
中
国
で
記
録
さ
れ
た
、
サ
パ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
と
明
白
な
形
態

的
類
似
を
有
す
る
説
話
を
紹
介

U
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ギ
ン
ズ
ブ
ル
ク
の
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
的
推
測
」
を
補
強
し

得
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
間
題
の
研
究
の
新
た
な
展
開
の
端
緒
と
も
な
り
得
る
、
と
私
は
考
え
る
。
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本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
「
太
平
広
記
」
巻
四
六

O
所
引
の
唐
の
戴
字
『
広
異
記
」
の
「
戸
部
令
史
妻
」
で
あ
る
。
「
広
異
記
』
は
宋
代
に

散
供
し
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
「
太
平
広
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
説
。
戴
字
に
つ
い
て
は
資
料
に
乏
し
い
が
、
卒
年
の
下
限

が
七
九
五
年
頃
で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
れ
到
。

ま
ず
原
文
を
録
出
す
る
。
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唐
開
元
中
、
戸
部
令
史
妻
有
色
。
得
魅
疾
、
而
不
能
知
之
。
家
有
駿
馬
、
恒
倍
努
株
、
而
痩
劣
愈
甚
。
以
問
隣
舎
胡
人
。
胡
亦
術
士
、

笑
云
、
「
馬
行
百
里
猶
勧
。
今
反
行
千
里
余
、
寧
不
痩
耶
。
」
令
史
言
、
「
初
不
出
入
、
家
又
無
人
。
易
由
至
是
。
」
胡
云
、
「
君
毎
入
直
、

君
妻
夜
出
。
君
自
不
知
。
若
不
信
、
至
入
直
時
、
試
還
察
之
。
当
知
耳
。
」
令
史
依
其
言
、
夜
還
、
隠
他
所
。

一
更
、
妻
起
融
粧
、
令

稗
鞍
馬
、
臨
階
御
之
。
牌
騎
掃
帯
随
後
、
舟
再
乗
空
、
不
復
見
。
令
史
大
骸
、
明
往
見
胡
、
程
然
日
、
「
魅
信
之
失
。
為
之
奈
何
。
」
胡

令
更
一
タ
伺
之
。
其
夜
、
令
史
帰
堂
前
幕
中
。
妻
頃
復
還
、
問
解
何
以
有
生
人
気
、
令
解
以
掃
帯
燭
火
、
遍
然
堂
廉
。
令
史
狼
狽
入

堂
大
斐
中
。
須
央
、
乗
馬
復
往
。
適
己
焼
掃
帯
、
無
復
可
騎
。
妻
云
、
「
随
有
即
騎
。
何
必
掃
帯
。
」
緯
倉
卒
、
遂
騎
大
斐
随
行
。
令
史

在
斐
中
、
憧
不
敢
動
。
須
央
、
至
一
処
、
是
山
頂
林
問
、
供
帳
常
幕
、
鐘
席
甚
盛
。
群
飲
者
七
八
輩
、
各
有
匹
偶
、
座
上
宴
飲
、
合
眠



備
至
。
数
更
後
方
散
。
婦
人
上
馬
、
令
解
騎
向
聾
。
稗
驚
云
、
「
聾
中
有
人
。
」
婦
人
乗
酔
、
令
推
著
山
下
。
縛
亦
酔
、
推
令
史
出
。
令

史
不
敢
言
、
乃
騎
聾
而
去
。
令
史
及
明
、
都
不
見
入
、
担
有
余
煙
燈
而
己
。
乃
尋
径
路
、
崎
順
可
数
十
里
方
至
山
口
。
問
其
所
、
云

是
関
州
。
去
京
師
千
余
里
。
行
乞
辛
勤
、
月
余
、
僅
得
至
舎
。
妻
見
驚
問
之
、
「
久
何
所
来
。
」
令
史
以
他
答
。
復
往
問
胡
、
求
其
料
理
。

胡
云
、
「
魅
己
成
。
伺
其
復
去
、
可
逮
縛
取
、
火
以
焚
之
。
」
聞
空
中
乞
命
、
頃
之
、
有
蒼
鶴
堕
火
中
、
焚
死
。
妻
疾
遂
愈
。

No.1 

次
に
拙
訳
を
掲
げ
が
。
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唐
の
開
元
年
間
(
七
一
三
年
j
七
四
一
年
)
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
戸
部
令
史
(
戸
部
は
国
家
の
財
政
を
掌
る
官
署
。
令
史
は
下
級
の

1995 

事
務
官
。
)
の
妻
は
美
人
で
あ
っ
た
。
魅
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
が
、
夫
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
で
い
た
。
そ
の
家
に
は
駿
馬
を
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飼
っ
て
い
て
、
い
つ
も
飼
葉
を
た
っ
ぷ
り
と
喰
わ
せ
て
い
る
の
に
、
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
痩
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
隣
家
の
胡
人
に
相

談
し
た
。
そ
の
胡
人
は
魔
法
使
な
の
で
あ
る
。
笑
っ
て
一
言
、
つ
に
は
、
「
馬
は
百
里
行
っ
て
さ
え
疲
れ
は
て
る
の
だ
。
今
は
そ
れ
ど
こ
ろ

か
千
里
あ
ま
り
も
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
痩
せ
な
い
わ
け
が
な
い
。
」
令
史
は
、
「
馬
は
全
然
外
に
出
な
か
っ
た
し
、
家
に
は
乗
る
者

も
い
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
胡
人
は
、
「
あ
な
た
が
宿
直
す
る
た
び
に
、
奥
さ
ん
が
夜
出
か
け
て
い

る
の
だ
。
あ
な
た
は
気
づ
か
な
く
て
当
然
だ
。
信
じ
ら
れ
な
い
の
な
ら
、
宿
直
の
時
に
、
た
め
し
に
戻
っ
て
様
子
を
見
な
さ
い
。
わ
か

る
は
ず
だ
」
と
言
、
っ
。
令
史
は
そ
の
言
葉
に
従
っ
て
、
夜
家
に
還
り
、
母
屋
の
外
に
隠
れ
た
。

一
更
(
午
後
八
時
頃
)
に
な
る
と
、
妻

は
起
き
て
化
粧
を
し
、
女
中
に
命
じ
て
馬
に
鞍
を
置
か
せ
、
玄
関
で
乗
っ
た
。
女
中
は
等
に
乗
っ
て
後
に
従
い
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
空
中
に

昇
り
、
見
え
な
く
な
っ
た
。
令
史
は
大
い
に
驚
き
恐
れ
た
。
翌
日
胡
人
の
所
へ
行
き
、
び
く
び
く
し
な
が
ら
、
「
本
当
に
魅
に
と
り
つ

A
 

か
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
胡
人
は
も
う
一
晩
様
子
を
見
さ
せ
た
。
そ
の
夜
、
令
史
は
家
に



帰
っ
て
、
座
敷
の
帳
の
中
に
隠
れ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
妻
も
戻
っ
て
来
て
、
女
中
に
生
き
た
人
間
の
臭
い
が
す
る
の
は
何
故
か
と
尋
ね
、

女
中
に
命
じ
て
帯
に
火
を
つ
け
て
座
敷
や
廊
下
を
く
ま
な
く
照
ら
さ
せ
た
。
令
史
は
あ
わ
て
て
座
敷
に
あ
っ
た
聾
の
中
に
入
っ
た
。
し

ば
ら
く
し
て
馬
に
乗
っ
て
出
か
け
よ
う
と
し
た
が
、
等
は
焼
い
て
し
ま
っ
た
の
で
乗
る
物
が
な
か
っ
た
。
妻
は
、
「
乗
れ
る
も
の
な
ら

何
で
も
い
い
。
箸
に
限
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
女
中
は
咽
嵯
の
こ
と
と
て
、
聾
に
乗
っ
て
後
に
続
い
た
。
令
史
は
斐
の
中
で
恐
し
く
て

身
動
き
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
着
い
た
所
は
、
山
頂
の
林
の
中
で
、
幌
幕
を
張
り
廻
ら
し
て
豪
華
な
宴
会
の
最
中
で
あ
っ
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た
。
そ
こ
で
酒
を
飲
ん
で
い
た
の
は
七
、
人
組
の
男
女
で
、
宴
会
の
席
上
で
性
交
ま
で
し
て
い
た
。
数
時
間
た
っ
て
や
っ
と
散
会
と
な
っ

た
。
妻
は
馬
に
乗
り
、
女
中
に
聾
に
乗
る
よ
う
命
じ
た
。
女
中
は
驚
い
て
、
「
聾
の
中
に
人
が
い
ま
す
」
と
云
っ
た
。
妻
は
酔
っ
た
勢

い
で
、
山
の
下
に
押
し
落
と
す
よ
う
命
じ
た
。
女
中
も
酔
っ
て
い
て
、
令
史
を
聾
か
ら
引
き
づ
り
出
し
た
。
令
史
が
黙
っ
た
ま
ま
で
い

る
と
、
斐
に
乗
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
夜
が
明
け
る
と
、
人
影
は
な
く
、
燃
え
さ
し
が
く
す
ぶ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
令
史
は

B
 

険
し
い
山
道
を
数
十
里
(
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
弱
)
辿
っ
て
や
っ
と
麓
に
着
い
た
。
尋
ね
て
み
る
と
、
そ
こ
は
関
州
(
現
在
の
四
川
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省
関
中
県
近
辺
)
で
あ
っ
た
。
長
安
か
ら
千
里
以
上
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乞
食
し
な
が
ら
苦
労
し
て
一
↑
月
余
り
か
か
っ
て
自
宅

に
辿
り
着
い
た
。
妻
は
そ
の
姿
を
見
て
驚
き
、
「
長
い
こ
と
ど
こ
に
行
っ
て
た
の
で
す
か
」
と
問
、
っ
た
が
、
令
史
は
事
実
は
話
さ
ず
に

F
し

ご
ま
か
し
た
。
ま
た
萌
人
の
所
へ
相
談
に
行
き
、
何
と
か
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
。
胡
人
は
、
「
魅
巳
成
、
次
に
出
か
け
る
と
こ
ろ

D
 

を
伺
っ
て
、
そ
の
場
で
掴
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
焼
き
殺
そ
う
」
と
言
っ
た
。
空
中
で
命
乞
い
の
声
が
聞
こ
え
た
。
し
ば
ら
く
し

て
、
蒼
鶴
が
火
の
中
に
落
ち
て
焼
け
死
ん
だ
。
こ
う
し
て
妻
は
魅
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

女
が
夜
密
か
に
馬
、
響
、
斐
に
乗
っ
て
飛
行
し
)
、
人
里
離
れ
た
野
外
で
聞
か
れ
る
宴
会
に
参
加
し
、
そ
の
宴
会
で
は
集
団
で
の
性
交
も
行

わ
れ
る
。
更
に
、
魅
の
正
体
が
蒼
鶴
で
あ
る
か
ら
、
動
物
か
ら
人
間
へ
、
あ
る
い
は
人
聞
か
ら
動
物
へ
、
の
変
身
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ



る
。
サ
パ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
類
似
性
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
偶
然
的
な
類
似
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
研
究
の
価

値
は
十
分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
戸
部
令
史
妻
」
の
内
容
の
分
析
を
始
め
る
前
に
、
今
一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
「
広
異
記
」

の
属
す
る
ジ
ャ
ン
ル
は

No.l 

「
小
説
」
で
あ
る
が
、
中
国
の
伝
統
的
な
「
小
説
」
概
念
は
も
と
よ
り
現
代
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
元
来
、
中
国
の
「
小
説
」
は
、
虚
構
、

し
る

創
作
と
い
う
性
質
を
必
然
的
に
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
例
え
ば
「
志
怪
小
説
」
は
、
文
字
通
り
「
怪
を
志

つ
ま
り
怪
異
の
記
録
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
唐
代
に
入
る
と
意
図
的
な
創
作
と
い
う
性
格
が
強
い

「
伝
奇
小
説
」

す」、

Vo1.17 

が
出
現
し
た
。
そ
れ
で
は
『
広
異
記
」
の
性
格
は
と
い
う
と
、
こ
れ
は
志
怪
小
説
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
戴
学
が
見
聞
し
た
怪
談
奇
聞
を

記
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1鈎5
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魅
が
人
に
化
し
て
人
聞
を
誘
惑
す
る
が
、
特
別
な
知
識
や
能
力
の
持
主
あ
る
い
は
勇
士
に
よ
っ
て
正
体
を
見
破
ら
れ
退
治
さ
れ
る
、
と
い

う
説
話
は
中
国
に
お
い
て
は
古
来
大
量
に
存
在
し
て
お
り
(
こ
の
説
話
類
型
を
以
下
「
魅
説
話
」
と
称
す
る
)
、
「
戸
部
令
史
妻
」
も
こ
の
類

型
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
戸
部
令
史
妻
」
に
は
、
魅
説
話
の
類
型
か
ら
逸
脱
し
て
、

そ
の
結
果
了
解
が
困

難
で
あ
っ
た
り
不
整
合
が
生
じ
た
り
し
て
い
る
点
が
多
々
あ
る
。

ま
ず
、
拙
訳
を
見
た
だ
け
で
疑
問
を
感
じ
る
、

つ
ま
り
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
上
で
不
整
合
が
生
じ
た
り
不
明
瞭
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は

以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

。
魅
に
よ
る
誘
惑
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
魅
説
話
の
重
要
な
構
成
要
素
が
欠
け
て
い
る
。

。
馬
、
等
、
斐
に
乗
っ
て
の
飛
行
と
魅
と
の
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
。



。
山
頂
で
の
宴
会
の
参
加
者
と
魅
と
の
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
。

銭
鍾
書
の
指
摘
し
た
不
整
旬
。

。
唐
代
の
中
国
人
な
ら
、
更
に
以
下
の
諸
点
に
対
し
て
奇
異
に
感
じ
た
り
疑
問
を
持
っ
た
り
し
た
は
ず
で
あ
る
。

。
魅
説
話
に
お
け
る
魅
の
行
動
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
魅
が
人
間
の
所
に
通
っ
て
来
る
の
が
最
も
多
く
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
人
聞
を

宮野.西暦八世紀の漢籍に見えたるサバト!?

魅
の
住
処
に
誘
い
込
ん
で
そ
こ
に
留
め
る
の
で
あ
る
。
人
聞
が
魅
の
所
へ
繰
り
返
し
通
う
、
あ
る
い
は
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
パ
タ
ー

ン
は
甚
だ
珍
し
く
、
管
見
の
範
囲
で
は
他
に
二
例
あ
る
の
み
で
あ
む
。

。
管
見
の
限
り
で
は
、
唐
及
、
び
そ
れ
以
前
の
中
国
に
お
い
て
は
、
夜
間
に
野
外
で
宴
会
を
す
る
と
い
う
習
慣
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。魅

説
話
に
お
い
て
魅
は
単
独
行
動
を
と
る
の
が
通
例
で
あ
が
)
。
従
っ
て
女
を
呼
び
寄
せ
て
宴
会
を
聞
き
集
団
で
性
交
を
す
る
、
と
い
う
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。
の
は
極
め
て
異
例
な
行
動
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
戸
部
令
史
妻
」
の
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
更
に
問
題
が
存
在
す
る
。
中
国
の
説
話
に
お
い
て
こ
れ
に
相
当
に
近
似
し

た
モ
チ
ー
フ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
仙
説
話
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
て
、
仙
人
が
宴
会
を
聞
き
、
妓
女
の
か
わ
り
に
士
大
夫
身
分

の
女
性
を
術
を
用
い
て
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
針
。
そ
の
上
、
「
戸
部
令
史
妻
」
中
に
存
す
る
、
神
仙
説
話
に
お
い
て
習
見
の
モ
チ
1

フ
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

。
魅
の
正
体
で
あ
る
蒼
鶴
と
は
、
千
年
生
き
た
鶴
の
こ
と
で
あ
針
。
こ
れ
は
魅
の
定
義
と
も
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鶴
が
長
寿
で

あ
る
と
い
う
通
念
は
鶴
を
神
仙
と
結
び
つ
け
て
お
り
、
鶴
は
仙
人
の
乗
り
物
あ
る
い
は
仙
人
の
化
身
と
考
え
ら
れ
て
い
幻
。

。
常
人
を
器
物
に
乗
せ
て
飛
行
さ
せ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
神
仙
説
話
に
よ
く
あ
る
も
の
で
あ
る
。
乗
り
物
と
し
て
は
、
竹
杖
、
石
、
茅

狗
な
ど
が
あ
封
。



。
夜
の
宴
会
の
舞
台
と
な
っ
た
関
州
の
山
々
は
、
古
来
神
仙
と
甚
だ
縁
が
深
(
旬
。

従
っ
て
「
戸
部
令
史
妻
」
中
の
魅
は
、
当
時
の
中
国
人
か
ら
見
れ
ば
仙
人
と
明
白
な
類
似
性
を
有
す
る
。
し
か
し
、
神
仙
と
は
悪
事
を
為

し
得
な
い
存
在
で
あ
明
、
の
み
な
ら
ず
魅
説
話
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
魅
を
退
治
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
文
化
的
合
意
は
、
そ
れ
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
果
た
す
役
割
と
抵
梧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

No.1 

以
上
を
要
す
る
に
、
「
戸
部
令
史
妻
」
に
お
い
て
は
、
魅
説
話
の
重
要
な
構
成
要
素
の
欠
落
や
、
魅
説
話
の
類
型
か
ら
の
逸
脱
が
存
在
し
、

Vo1.17 

ス
ト
ー
リ
ー
に
不
明
瞭
な
点
が
残
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
す
る
モ
チ
ー
フ
相
互
の
聞
や
モ
チ
ー
フ
と
ス
ト
ー
リ
ー
と
の
聞
に
不
整
合
が
生

じ
て
お
り
、
更
に
当
時
の
中
国
人
か
ら
見
て
奇
異
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
お
。

1995 
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「
戸
部
令
史
妻
」
と
明
白
に
類
似
し
た
説
話
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
唐
の
醇
用
弱
『
集
異
記
」
の
「
徐
安
」
(
「
太
平
広
記
」
巻
四
五

O
引
)

の
み
で
あ
る
。
醇
用
弱
に
つ
い
て
は
資
料
が
甚
し
く
乏
し
い
が
、
戴
学
の
約
一
世
代
後
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
切
o

ま
ず
原
文
を
録
出
す
る
。

徐
安
者
、
下
部
人
也
。
好
以
漁
猟
為
事
。
安
委
王
氏
貌
甚
美
、
人
頗
知
之
。
開
元
五
年
秋
、
安
遊
海
州
。
王
氏
独
居
下
部
。
忽
一
日
、

有
一
少
年
状
甚
偉
、
顧
王
氏
日
、
「
可
惜
芳
艶
、
虚
過
一
生
。
」
玉
氏
聞
而
悦
之
。
遂
与
之
結
好
、
市
来
去
無
償
。
安
既
還
、
妻
見
之
、

恩
義
殊
隔
。
安
頗
詩
之
。
其
妻
至
日
将
夕
、
即
飾
粧
静
処
、
至
二
更
、
乃
失
所
在
、
追
暁
方
回
。
亦
不
見
其
出
入
之
処
。
他
日
、
安
潜

伺
之
、
其
妻
乃
騎
故
龍
従
窓
而
出
、
至
暁
復
返
。
安
是
夕
、
閉
婦
子
他
室
、
乃
詐
為
女
子
粧
飾
、
袖
短
剣
、
騎
故
寵
以
待
之
。
至
二
更
、

忽
従
窓
而
出
、
径
入
一
山
領
、
乃
至
会
所
。
雌
艦
華
焼
、
酒
僕
羅
列
、
座
有
三
少
年
。
安
未
及
下
、
三
少
年
目
、
「
王
氏
来
何
早
乎
。
」



安
乃
奮
剣
撃
之
、
二
一
少
年
死
子
座
。
安
復
騎
龍
、
即
不
復
飛
失
。
侠
暁
而
返
、
視
夜
来
所
殺
少
年
、
皆
老
狐
也
。
安
到
舎
、
其
妻
是
タ

不
復
粧
飾
失
。

以
下
が
拙
訳
で
あ
る
。

宮野西暦八世紀の漢籍に見えたるサバト!?

徐
安
は
下
部
(
現
在
の
江
蘇
省
部
県
城
の
東
方
)
の
人
で
、
腕
の
良
い
猟
師
だ
っ
た
。
安
の
妻
王
氏
は
大
変
美
し
く
、
世
間
に
も
知
れ

渡
っ
て
い
た
。
開
元
五
年
(
七
一
七
年
)
の
秋
、
安
は
海
州
(
現
在
の
江
蘇
省
東
海
県
の
南
)

へ
旅
行
し
た
。
王
氏
は
独
り
で
下
部
で

暮
ら
し
て
い
た
。
あ
る
日
立
派
な
青
年
が
現
わ
れ
、
王
氏
に
目
を
と
め
て
、
「
惜
し
い
こ
と
だ
、
美
人
な
の
に
(
猟
師
の
妻
と
し
て
)

虚
し
く
一
生
を
過
ご
す
と
は
」
と
言
っ
た
。
王
氏
は
そ
れ
を
聞
い
て
う
れ
し
く
思
っ
た
。
か
く
し
て
青
年
と
出
来
合
っ
て
、
人
目
も
俸
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ら
ず
行
き
来
し
た
。
安
が
帰
っ
て
来
て
も
、
妻
の
態
度
が
ひ
ど
く
よ
そ
よ
そ
し
か
っ
た
の
で
、
安
は
大
変
怪
訪
に
思
っ
た
。
妻
は
日
暮

が
近
づ
く
と
化
粧
を
し
着
飾
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
た
が
、
二
更
(
午
後
十
時
頃
)
に
な
る
と
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
明
け
方
に
な
っ

て
や
っ
と
帰
っ
て
来
た
。
家
を
出
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
見
か
け
な
か
っ
た
。
後
日
、
安
は
こ
っ
そ
り
妻
の
様
子
を
伺
っ
て
い

る
と
、
妻
は
何
と
古
い
龍
に
ま
た
が
っ
て
窓
か
ら
出
て
行
き
、
明
け
方
に
帰
っ
て
来
た
。
安
は
そ
の
日
の
夕
方
、
妻
を
他
の
部
屋
に
閉

じ
込
め
て
、
自
分
が
女
の
格
好
を
し
て
、
短
剣
を
袖
の
中
に
隠
し
持
ち
、
古
い
寵
に
ま
た
が
っ
て
待
っ
て
い
た
。
二
更
に
な
る
と
、
に

わ
か
に
窓
か
ら
出
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
と
あ
る
山
の
頂
上
へ
行
き
、
か
く
し
て
密
会
の
場
所
に
着
い
た
。
き
ら
び
や
か
な
幌
幕
を
張
り
廻

ら
し
、
酒
と
食
物
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
席
上
に
は
三
人
の
青
年
が
い
た
。
安
が
龍
か
ら
降
り
な
い
う
ち
に
、
三
人
は
、
「
王
氏
は
随

分
早
く
来
た
な
」
と
一
言
っ
た
。
安
は
剣
を
振
る
っ
て
切
り
つ
け
、
二
一
青
年
を
そ
の
場
で
殺
し
た
。
安
は
再
び
龍
に
ま
た
が
っ
た
が
、
龍

は
も
は
や
飛
ば
な
か
っ
た
。
夜
明
け
を
待
っ
て
帰
ろ
う
と
し
て
、
昨
夜
殺
し
た
青
年
を
見
て
み
る
と
、
皆
老
狐
で
あ
っ
た
。
安
が
家
に



帰
る
と
、
妻
は
そ
の
晩
か
ら
は
も
う
化
粧
し
な
く
な
っ
た
。

「
徐
安
」
は
、

。

人
聞
が
魅
の
所
へ
繰
り
返
し
通
う
。

。
魅
の
所
へ
行
く
の
に
器
物
に
乗
っ
て
飛
行
す
る
。

No.1 

。
行
き
先
は
山
頂
で
、
宴
会
の
用
意
が
し
で
あ
る
。

1995 Vo1.17 

。
魅
が
複
数
で
あ
る
。

と
い
う
魅
説
話
と
し
て
は
異
例
な
特
徴
を
「
戸
部
令
史
奏
」
と
共
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
戸
部
令
史
妻
」
か
ら
の
影
響
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
徐
安
」
は
魅
に
よ
る
誘
惑
か
ら
始
ま
り
魅
の
退
治
と
正
体
の
暴
露
に
終
り
、
魅
説
話
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
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「
戸
部
令
史
妻
」
の
不
明
瞭
な
点
は
明
確
化
さ
れ
不
整
合
は
解
消
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
龍
の
飛
行
は
老
狐
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
だ

か
ら
老
狐
が
殺
さ
れ
る
と
龍
は
飛
ば
な
く
な
り
、
宴
席
の
青
年
達
の
正
体
が
老
弧
で
あ
る
こ
と
も
明
示
さ
れ
、
「
戸
部
令
史
妻
」
に
お
い
て

馬
と
箸
の
聞
に
生
じ
た
不
整
合
は
、
「
徐
安
」
で
は
乗
る
の
は
龍
の
み
で
あ
る
か
ら
生
じ
得
な
い
。
更
に
魅
の
正
体
は
老
狐
と
い
う
代
表
的

な
魅
に
変
更
さ
れ
、
神
仙
を
明
白
に
連
想
さ
せ
る
要
素
は
消
去
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
「
徐
安
」
は
「
戸
部
令
史
妻
」
の
言
わ
ば
改
訂
版
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

逆
に
「
徐
安
」
を
基
準
と
し
て
改
め
て
「
戸
部
令
史
妻
」
と
対
照
し
て
み
る
と
、
「
戸
部
令
史
妻
」
の
中
国
文
化
の
中
で
の
特
異
性
と
了

解
困
難
性
及
び
整
合
性
の
欠
如
が
よ
り
一
層
際
立
つ
。

「
戸
部
令
史
妻
」
に
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
胡
の
術
士
の
重
要
性
で
あ
る
。
魅
を
発
見
す
る
の
も
退
治
す
る
の

も
胡
の
術
士
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
説
話
を
起
動
し
終
結
さ
せ
る
と
い
う
役
割
は
胡
の
術
士
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の



説
話
は
胡
の
術
士
抜
き
で
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
特
徴
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
戸
部
令
史
妻
」
は
、
外
来
の
説
話
の
未
熟
な
翻
案
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
か
)
。
具
体
的
に
言

う
と
、
中
国
人
か
ら
見
て
興
味
深
い
が
了
解
困
難
な
点
の
多
い
外
来
説
話
が
中
国
に
流
入
し
受
容
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
中
国
の
伝
統
的

な
説
話
類
型
や
モ
チ
ー
フ
の
中
で
形
態
的
に
類
似
し
て
い
る
も
の
、
こ
の
例
で
は
魅
説
話
の
類
型
と
神
仙
説
話
の
モ
チ
ー
フ
、
に
あ
て
は
め

ら
れ
た
が
、
そ
の
た
め
に
不
整
合
が
生
じ
、
そ
れ
が
ま
だ
解
消
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
戴
字
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
の
が
「
戸
部
令
史
妻
」

宮野西暦八世紀の漢籍に見えたるサバト!?

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

四

「
戸
部
令
史
妻
」
が
外
来
説
話
に
基
づ
く
と
考
え
る
以
上
、
そ
の
外
来
説
話
の
由
来
と
い
う
問
題
が
続
い
て
浮
上
す
る
。
こ
の
問
題
に
対

ー 172-

し
て
積
極
的
な
論
証
に
よ
る
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
は
今
の
私
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
の
は
蓋
然
的
な
推
測
に
過
ぎ
な
い
。

「
戸
部
令
史
妻
」
は
翻
案
を
経
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

一
般
的
に
言
え
ば
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
要
素
は
直
接
的
に
原
話
の
出

処
に
連
な
る
と
は
考
え
難
い
。
し
か
し
、
「
戸
部
令
史
妻
」
に
お
け
る
胡
の
術
士
の
役
割
の
極
度
の
重
要
性
を
考
え
る
と
、
こ
の
胡
が
「
戸

部
令
史
妻
」
の
原
話
の
出
処
、
あ
る
い
は
原
話
の
中
国
へ
の
搬
送
者
に
連
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
唐
代
に
お
け
る
胡
と
い
う
語
の
意
味
は
と
い
う
と
、
狭
義
に
は
ソ
グ
ド
人
を
指
す
が
、
広
義
に
は
中
国
の
北
方
西
方
の
異
民
族

(
団
)

全
て
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
史
実
に
基
づ
い
て
の
こ
れ
以
上
の
限
定
は
困
難
で
あ
る
。

次
に
唐
代
中
国
の
説
話
に
登
場
す
る
胡
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
面
か
ら
考
察
す
る
。
「
戸
部
令
史
妻
」
に
登
場
す
る
胡
人
は
、
中
国
人
の

持
た
な
い
特
別
な
知
識
と
能
力
に
よ
っ
て
魅
を
発
見
し
退
治
し
た
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
知
識
、
能
力
の
持
主
と
し
て
の
胡
人
の
イ
メ
ー
ジ

が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
中
国
の
説
話
類
型
に
、
「
胡
人
採
宝
語
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
石
田
幹
之
助
「
西
域
の
商
胡
、
重
価
を
以



て
宝
物
を
求
め
る
話
」
に
よ
れ
ば
、

唐
代
の
こ
と
と
し
て
、
或
る
人
が
何
か
の
機
会
に
或
る
宝
物
を
手
に
入
れ
る
。
こ
の
宝
物
は
多
く
の
場
合
一
見
極
め
て
つ
ま
ら
ぬ
も
の

の
如
く
思
わ
れ
る
の
で
、
当
人
は
之
を
宝
物
と
知
ら
ず
に
い
る
。
そ
れ
を
又
或
る
機
会
に
支
那
に
来
て
い
る
西
域
の
商
人
に
見
せ
る
と

非
常
に
珍
重
し
て
莫
大
な
価
を
以
て
之
を
買
っ
て
行
く
。
と
い
う
こ
と
を
話
の
大
筋
と
し
た
物
艶

No.1 

(
担
)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
胡
商
は
一
見
つ
ま
ら
ぬ
も
の
に
見
え
る
宝
物
を
見
分
け
る
特
別
な
知
識
ま
た
は
霊
力
の
所
有
者
と
し
て
、
胡
人
採
宝
聾

を
成
立
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
れ
ら
の
胡
人
の
出
身
地
は
と
い
う
と
、
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
波
斯
(
ベ
ル

(
四
)

シ
ア
)
ま
た
は
大
食
(
ア
ラ
ビ
ア
)
な
の
で
あ
る
。

Vo1.17 

(
却
)

史
実
と
し
て
も
、
唐
代
中
国
に
お
い
て
は
多
く
の
イ
ラ
ン
人
商
人
が
活
動
し
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
多
く
の
イ
ラ
ン
文
化
が
中
国
に
流

1995 

入
し
た
。
宗
教
で
は
、
紙
教
(
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
)
、
摩
尼
教
(
マ
ニ
教
)
、
及
び
イ
ラ
ン
起
源
で
は
な
い
が
イ
ラ
ン
経
由
で
伝
わ
っ
た
景
教
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(
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
)
が
あ
り
、
芸
術
で
は
、
絵
画
の
手
法
や
彫
刻
、
工
芸
品
の
意
匠
紋
様
に
も
イ
ラ
ン
か
ら
の
影
響
が
見
ら

れ
、
更
に
イ
ラ
ン
系
の
音
楽
、
舞
踏
、
雑
戯
が
盛
行
し
た
。
衣
食
住
に
も
イ
ラ
ン
文
化
の
痕
跡
が
見
ら
れ
が

)
O

以
上
の
考
察
に
基
づ
き
、
「
戸
部
令
史
妻
」
の
原
話
は
、
イ
ラ
ン
起
源
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
イ
ラ
ン
人
商
人
に
よ
っ
て
中
国
へ
粛
さ
れ

た
と
い
う
推
測
が
可
能
で
あ
る
。

注

(
1
)
持
0
1
3」
〈

0
3
問、き
~
qロロ門出
R
q
E
N
3吉
弘
司

N
8
5
Q
巴
E
E
H
H
U∞申



邦
訳
『
閣
の
歴
史
サ
パ
ト
の
解
読
|
」
竹
山
博
英
訳
、
せ
り
か
書
房
一
九
九
二
年
。

(
2
)
こ
の
事
実
は
、
既
に
銭
鍾
書
が
部
分
的
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
注
8
で
紹
介
す
る
。

(
3
)
方
詩
銘
輯
校
『
冥
報
記
・
広
異
記
」
(
中
華
書
局
一
九
九
二
年
)
の
「
広
異
記
』
輯
校
説
明
一

j
二
頁
参
照
。

4 

『
文
苑
英
華
』
巻
七
三
七
所
収
の
顧
況
「
戴
氏
「
広
異
記
」
序
」
に
よ
れ
ば
、
戴
字
は
顧
況
と
同
年
の
進
士
で
あ
り
、
鏡
州
録
事
参
軍
に
在
職
中
五

七
才
で
没
し
た
。
こ
の
記
述
と
顧
況
の
経
歴
と
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戴
字
の
没
年
は
七
八
九
年
か
ら
七
九
五
年
の
問
で
あ
る
と
、
今
村
与

宮野 西暦八世紀の漢籍に見えたるサバト!っ

志
雄
氏
は
考
証
し
て
い
る
(
今
村
与
志
雄
「
唐
宋
伝
奇
集
下
」
岩
波
書
庖
一
九
八
八
年
、
三

O
二
l

一一ス
U
三
頁
)
。

(
5
)
 
「
戸
部
令
史
妻
」
の
本
文
は
、
中
華
書
局
一
九
八
一
年
刊
『
太
平
広
記
』
に
拠
っ
た
。

(
6
)
中
華
書
局
本
「
太
平
広
記
」
の
校
語
に
よ
れ
ば
、
傍
線
部
B
の
十
七
文
字
は
、
底
本
で
あ
る
明
の
談
憧
刻
本
で
は
脱
落
し
て
お
り
、
明
の
野
竹
斎
紗

本
に
拠
っ
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
見
て
、
更
に
以
下
の
三
十
所
に
も
脱
落
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
傍
線
部
A
に
つ
い
て
は
、
拙
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訳
で
は
「
帰
」
字
の
下
に
「
隠
」
字
が
脱
落
し
て
い
る
と
見
な
し
て
訳
し
た
。
傍
線
部
C
に
つ
い
て
は
、
私
に
は
解
釈
が
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
拙

訳
で
も
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。
恐
ら
く
「
成
」
字
の
下
に
脱
落
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
傍
線
部
D
は
、
直
前
の
胡
人
の
科
白
と
繋
が
ら
な

い
か
ら
、
「
聞
」
字
の
上
に
脱
落
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
7
)
邦
訳
は
二
種
あ
る
。
前
野
直
彬
訳
『
唐
代
伝
奇
集
2
」
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
一
九
六
四
年
所
収
の
「
空
飛
ぶ
女
」
と
、
今
村
与
志
雄
訳
『
唐
宋
伝
奇

集
下
」
岩
波
書
庖
一
九
八
八
年
所
収
の
「
蒼
い
鶴
|
戸
部
令
史
妻
」
で
あ
る
。
特
に
今
村
氏
の
訳
は
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。

(
8
)
銭
鍾
書
「
『
太
平
広
記
』
」

一
八
八
(
『
管
錐
編
」
中
華
書
局
一
九
七
九
年
、
第
二
冊
八
一
四
1
八
一
五
頁
)
に
お
い
て
、
「
戸
部
令
史
妻
」
の
女
中
が

器
官
に
乗
っ
て
空
を
飛
ん
だ
と
い
う
部
分
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
俗
信
で
魔
女
が
帯
に
ま
た
が
っ
て
煙
突
を
出
て
空
を
飛
ぶ
と
い
う
の
と
似
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
更
に
、
箸
が
飛
行
す
る
の
は
帯
自
体
の
力
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
馬
の
飛
行
も
自
ら
の
労
力
に
よ
る
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ

り
、
従
っ
て
飛
行
し
た
た
め
に
馬
が
痩
せ
る
と
い
う
の
は
話
の
辻
棲
が
合
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

(
9
)
夜
の
集
会
へ
の
飛
行
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
性
的
乱
行
を
伴
う
宴
会
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
既
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
も
っ
と
も



「
戸
部
令
史
妻
」
の
集
団
的
性
交
が
乱
交
で
あ
る
か
否
か
は
決
し
難
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
が
乱
行
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
叩
)
内
山
知
也
「
中
唐
初
期
の
小
説
1

『
広
異
記
」
を
中
心
と
し
て
」
(
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲
学
論
文
集
」
講
談
社
一
九
七
九
年
、
五
一
一

七
1
五
四
一
頁
)
に
拠
る
。

こ
の
結
論
は
、
本
稿
の
以
後
の
立
論
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
山
氏
の
論
文
に
基
づ
い
て
以
下
に
論
拠
を
示
す
。

『
広
異
記
」
は
「
十
余
万
言
」
(
顧
況
「
戴
氏
『
広
異
記
』
序
)
と
い
う
唐
代
の
小
説
と
し
て
は
甚
し
く
異
例
な
大
部
の
書
物
で
あ
る
。
収
録
さ
れ

NO.1 

た
説
話
の
時
代
設
定
が
、
玄
宗
の
先
天
年
聞
か
ら
徳
宗
の
建
中
年
間
(
七
一
一
一
年
i
七
八
三
年
)
、
つ
ま
り
作
者
と
同
時
代
か
近
い
過
去
に
属
す
る
も

Vol目17

の
が
全
体
の
約
半
数
を
占
め
、
し
か
も
時
代
設
定
が
不
明
な
も
の
を
除
け
ば
約
八
割
に
達
す
る
。
話
者
の
名
を
明
記
し
た
聞
き
書
き
(
『
太
平
広
記
」

巻
二
四
所
引
「
劉
清
真
」
、
同
巻
三
九
所
引
「
慈
心
仙
人
」
)
や
、
作
者
自
ら
が
取
材
に
行
っ
た
様
子
を
記
し
た
例
(
『
太
平
広
記
」
巻
三

O
五
所
引

1995 

「
王
法
智
」
)
が
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
「
広
異
記
』
の
執
筆
態
度
は
記
録
で
あ
っ
て
、
創
作
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

-175-

鹿児島女子大学研究紀要

(
日
)
注

8
参
照
。

(
ロ
)
一
つ
は
魅
で
は
な
く
道
士
の
犯
行
で
あ
る
。
唐
の
鄭
繁

(
?
i
八
九
九
年
)
の
『
関
天
伝
信
記
』
に
玄
宗
の
宮
女
を
、
宮
女
本
人
の
意
識
に
お
い
て

は
夢
の
中
で
、
繰
り
返
し
自
分
の
道
観
へ
連
れ
出
し
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
誘
惑
し
た
相
手
が
宮
女
で
あ
る
こ
と
の
必
然
的
な
結

果
と
し
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
宮
中
で
密
会
す
る
こ
と
は
甚
し
く
危
険
で
あ
り
、
か
と
い
っ
て
宮
女
を
道
観
に
留
め
て
お
け
ば
、
宮
女
誘
拐
事
件

と
し
て
厳
し
い
捜
査
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
パ
タ
ー
ン
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
よ
り
は
、
パ
タ
ー
ン
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
例
、
唐
の
醇
用
弱
『
集
異
記
』
の
「
徐
安
」
(
『
太
平
広
記
」
巻
四
五

O
引
)
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
論
じ
る
。

(
日
)
私
が
検
出
し
得
た
の
は
他
に
二
例
の
み
で
あ
る
。
一
つ
は
又
し
で
も
「
徐
安
」
で
あ
る
。
も
う
一
例
は
唐
の
大
中
年
間
(
八
四
七
年
1
八
五
九
年
)

に
活
動
し
て
い
た
李
孜
の
『
纂
異
記
』
の
「
張
生
」
(
「
太
平
広
記
』
巻
二
八
二
引
)
で
あ
る
。
張
生
の
妻
が
夢
の
中
で
呼
び
出
さ
れ
て
草
む
ら
の
中

で
の
宴
会
で
歌
う
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
目
覚
め
て
い
る
張
生
が
出
会
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
宴
会
の
参
加
者
の
中
に
二
人
の

胡
人
が
い
る
こ
と
は
甚
だ
示
唆
的
で
あ
る
。



(
凶
)
宝
維
益
「
広
古
今
五
行
記
」
の
「
武
昌
民
」
(
『
太
平
広
記
』
巻
四
六
八
引
)
に
、
魅
を
退
治
し
て
み
た
ら
青
蛇
、
大
亀
、
大
白
晶
(
ワ
ニ
の
一
種
)

の
三
匹
で
あ
っ
た
の
で
、
あ
る
人
が
「
魅
者
帰
一
物
、
今
安
得
有
二
こ
と
尋
ね
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
因
み
に
蛇
は
連
絡
係
、
亀
は
媒
人
で
、
女
と

通
じ
た
の
は
量
の
み
で
あ
っ
た
。

(
日
)
管
見
の
範
囲
で
は
、
唐
の
李
復
一
言
(
七
七
五
年
j
八
一
二
三
年
)
の
『
続
玄
怪
録
」
の
「
芸
誌
」
、
唐
の
虚
肇
(
大
中
年
間
に
活
動
)
の
「
逸
史
」
の

「
慮
李
二
生
」
、
前
賓
の
杜
光
庭
(
八
五

O
年
j
九
一
一
一
一
一
一
年
)
の
『
仙
伝
拾
遺
』
の
「
薦
肇
」
(
以
上
三
例
は
「
太
平
広
記
』
巻
一
七
引
)
及
び
「
司
命

宮野:西暦八世紀の漢籍に見えたるサパト!?

君
」
(
『
太
平
広
記
」
巻
二
七
引
)
、
『
広
異
記
」
の
「
張
李
二
公
」
(
「
太
平
広
記
』
巻
一
一
一
一
一
引
)
の
五
例
あ
る
。
女
達
の
ほ
と
ん
ど
は
夢
の
中
で
呼
び

出
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
こ
ん
な
悪
戯
を
し
た
目
的
は
、
か
つ
て
は
共
に
仙
道
修
業
を
し
た
が
途
中
で
あ
き
ら
め
て
官
途
に
就
き
出
世
し
た
友
人
に

対
し
て
、
自
分
が
仙
人
に
な
り
得
た
こ
と
を
見
せ
び
ら
か
す
た
め
、
と
い
う
甚
だ
俗
な
も
の
で
あ
る
。

(
凶
)
晋
の
崖
豹
「
古
今
注
』
鳥
獣
第
四
に
云
う
、
「
鶴
千
歳
、
則
変
蒼
、
又
二
千
歳
、
変
黒
、
所
謂
玄
鶴
也
。
」
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『
説
文
」
九
上
に
云
う
、
「
彪
、
老
物
精
也
。
魅
、
或
以
未
。
」

(
同
)
鶴
と
仙
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
出
石
誠
彦
「
仙
禽
と
し
て
の
鶴
の
由
来
に
つ
い
て
」
(
出
石
誠
彦
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
』
中
央
公
論
社
一
九
四

一
年
、
七

O
七
l
七
二
二
頁
)
に
詳
細
な
考
証
が
あ
る
。

鶴
が
魅
と
な
る
説
話
も
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。
劉
宋
の
劉
敬
叔
『
異
苑
」
の
「
徐
爽
」
及
び
劉
宋
の
劉
義
慶
『
幽
明
録
」
の
「
蘇
現
」
(
い
ず
れ

も
「
太
平
広
記
」
巻
四
六

O
引
)
に
お
い
て
、
前
者
で
は
白
鶴
、
後
者
で
は
白
鵠
(
鵠
は
鶴
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
)
が
魅
の
正
体
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
女
に
化
身
し
て
い
る
。

(
日
)
竹
杖
は
、
晋
の
葛
洪
(
二
八
三
年
i
三
六
コ
一
年
)
の
『
神
仙
伝
』
巻
九
の
「
壷
公
」
及
び
「
介
象
」
、
『
逸
史
』
の
「
李
林
甫
」
(
『
太
平
広
記
」
巻
一

九
引
)
、
石
は
唐
の
皇
甫
氏
『
原
化
記
」
の
「
鴻
俊
」
(
『
太
平
広
記
』
巻
二
三
引
)
、
茅
狗
は
『
女
仙
伝
」
の
「
酒
母
」
(
『
太
平
広
記
」
巻
五
九
引
)

に
見
え
る
。
但
し
「
壷
公
」
の
竹
杖
と
茅
狗
と
は
、
竜
の
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
初
)
唐
の
関
州
は
現
在
の
四
川
省
問
中
県
の
近
傍
に
あ
っ
た
間
中
県
域
を
州
治
と
し
て
九
県
を
領
し
て
い
た
(
『
旧
唐
書
」
地
理
志
四
)
。
下
文
で
挙
げ
る



問
中
山
と
霊
山
は
間
中
県
、
雲
台
山
(
天
柱
山
)
は
蒼
樹
県
、
天
目
山
は
奉
国
県
、
に
あ
る
が
(
北
宋
の
楽
史
『
太
平
嚢
宇
記
」
巻
八
六
関
州
)
、
こ

れ
ら
の
諸
県
は
関
州
に
属
す
る
。

葛
洪
の
『
神
仙
伝
」
左
慈
及
び
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
金
丹
に
よ
れ
ば
、
後
漢
末
の
仙
人
左
慈
が
修
業
し
た
の
は
天
柱
山
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
抱
朴

子
」
内
篇
・
金
丹
に
は
仙
薬
の
製
造
に
適
し
た
名
山
が
列
挙
し
て
あ
り
、
そ
の
中
に
雲
台
山
も
含
ま
れ
て
い
る
(
天
柱
山
は
雲
一
台
山
の
別
名
)
。

『
太
平
御
覧
」
巻
四
四
の
関
山
の
項
に
引
く
『
名
山
志
』
に
「
関
山
多
仙
聖
遊
集
罵
」
(
「
太
平
麦
宇
記
』
巻
八
六
所
引
で
は
「
関
山
」
を
「
関
中

No.1 

山
」
に
作
る
)
と
あ
る
。
つ
ま
り
関
中
山
に
は
仙
人
が
飛
集
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
(
集
の
原
義
は
烏
が
木
の
上
に
群
が
る
の
で
あ
る
か
ら
、

Vo1.17 

飛
来
の
意
味
を
含
む
)
。

『
太
平
嚢
宇
記
』
巻
八
六
に
は
更
に
以
下
の
如
き
記
事
が
あ
る
。
天
柱
山
に
お
い
て
後
漢
の
張
道
陵
(
五
斗
米
道
の
祖
師
で
、
仙
人
に
な
っ
た
と

1995 

信
じ
ら
れ
て
い
た
)
が
修
業
し
、
白
日
昇
天
し
た
。
天
目
山
に
お
い
て
葛
洪
(
彼
も
仙
人
に
な
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
)
が
修
業
し
た
。
天
宝
六
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年
(
七
四
七
年
)
救
命
に
よ
り
霊
山
を
仙
穴
山
と
改
名
し
た
。

特
に
張
道
陵
が
修
業
し
た
山
に
つ
い
て
は
、
『
神
仙
伝
」
巻
五
・
張
道
陵
及
び
『
三
国
志
』
張
魯
伝
に
お
い
て
鶴
鳴
山
と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
天
柱
山
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
人
の
通
念
の
中
で
の
関
州
と
神
仙
と
の
結
び
つ
き
が
後
世
に
な
る
ほ
ど
強
ま
っ
た
こ
と
を
示

す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
幻
)

『
抱
朴
子
』
内
篇
・
対
俗
に
云
う
、
「
欲
求
仙
者
、
要
当
以
忠
孝
和
順
仁
信
為
本
。
若
徳
行
不
修
、
而
但
務
方
術
、
皆
不
得
長
生
也
。
:
:
:
人
欲
地
仙
、

当
立
三
百
善
、
欲
天
仙
、
立
千
二
百
善
。
若
有
千
一
百
九
十
九
善
、
而
忽
復
中
行
一
一
恋
、
則
尽
失
前
善
、
:
:
:
積
善
事
未
満
、
難
服
仙
約
、
亦
無
益

也
。
:
:
:
吾
更
疑
彰
祖
之
輩
、
善
功
未
足
、
故
不
能
昇
天
耳
。
」
つ
ま
り
仙
人
と
な
る
た
め
に
は
、
身
体
の
修
錬
と
仙
薬
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、

善
行
を
積
む
こ
と
が
必
須
条
件
な
の
で
あ
る
。

(
幻
)
こ
れ
ら
は
「
戸
部
令
史
妻
」
に
脱
落
が
多
い
た
め
に
生
じ
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
第
二
節
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
戸
部
令
史
妻
」

が
大
変
に
了
解
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
写
の
過
程
で
の
脱
落
が
生
じ
や
す
く
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



(
お
)
在
辞
彊
『
唐
人
小
説
」
中
華
書
局
香
港
分
局
一
九
五
八
年
、
二
四
六
頁
の
考
証
に
拠
る
。

(
但
)

「
徐
安
」
の
本
文
は
中
華
書
局
一
九
八
一
年
刊
『
太
平
広
記
』
に
拠
っ
た
。

(
お
)

『
広
異
記
』
に
は
明
白
な
外
来
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
こ
の
説
の
傍
証
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
『
太
平
広
記
」
巻
四
六
四
所
引

の
「
南
海
大
蟹
」
に
は
「
近
世
有
波
斯
、
常
云
・
:
」
と
明
記
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
ペ
ル
シ
ア
人
の
語
っ
た
話
な
の
で
あ
る
。
内
容
は
シ
ン
ド
パ
ッ
ド

の
冒
険
の
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
恩
わ
せ
る
海
洋
冒
険
諒
で
あ
る
。

宮野.西暦八世紀の漢籍に見えたるサパト!?

(
お
)
石
団
幹
之
助
「
胡
旋
舞
小
考
」
(
石
団
幹
之
助
『
長
安
の
春
』
平
凡
社
一
九
六
七
年
)
一
一
六
i
二
七
頁
参
照
。

(
幻
)
石
田
氏
前
掲
書
一
一
一

O
頁。

(
お
)
石
田
幹
之
助
「
胡
人
買
宝
諌
補
遺
」
(
前
掲
書
)
二
七
二
頁
参
照
。

(
却
)
胡
人
採
宝
章
に
つ
い
て
は
、
石
田
氏
の
一
連
の
論
考
、
「
西
域
の
商
胡
、
重
価
を
以
て
宝
物
を
求
め
る
話
」
、
「
再
び
胡
人
採
宝
章
に
就
い
て
」
、
「
胡
人
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買
宝
章
補
遺
」
(
前
掲
書
竺
二

O
i
二
八
一
頁
に
収
録
)
に
拠
っ
た
。

(
初
)
例
え
ば
、
黄
巣
の
乱
に
お
い
て
広
州
が
陥
落
し
た
時
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
商
人
合
わ
せ
て

十
二
万
人
が
虐
殺
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
〉

E
N
a
H凶

曲

目

E

国
富
田
口
巳
民
主
凶
守
巳

B
S弓
L
3
2
a
k
p
F守
巳
・
包
ロ
S
Q
E・
同
吉
弘
(
邦
訳
『
シ
ナ
・

イ
ン
ド
物
語
」
藤
本
勝
次
訳
注
、
関
西
大
学
出
版
広
報
部
一
九
七
六
年
、
三
三
頁
)
に
あ
る
。

(
担
)
石
団
幹
之
助
「
惰
唐
時
代
に
於
け
る
イ
ラ
ン
文
化
の
支
那
流
入
」
(
前
掲
書
二
八
二

i
三
一
七
頁
)
。

f寸

「

E
Z
E
目

一
般
に
、
あ
る
文
化
に
お
い
て
某
々
の
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
私
が
調
査
し

た
範
囲
、
即
ち
貌
晋
か
ら
五
代
ま
で
の
中
国
小
説
に
お
い
て
、
私
に
は
発
見
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
適
切
な
事
例
が

提
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
論
旨
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
多
方
面
か
ら
の
御
示
教
を
糞
う
も
の
で
あ
る
。


